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２ 施設の概要（令和５年４月１日現在） 

 (１) 名 称        群馬県立精神医療センター 

 (２) 所在地        群馬県伊勢崎市国定町二丁目２３７４ 

 (３) 診療科目      精神科、神経科、歯科、内科、外科 

 (４) 病床数        ２６５床（運用病床１９０床） 

 (５) 指定病院等 

        ○保険医療機関               ○指定自立支援医療機関（精神通院医療） 
        ○労災指定病院               ○生活保護法に基づく指定医療機関 
        ○感染症法に基づく結核指定医療機関     ○特例措置を採ることができる応急入院指定病院 
     ○難病法に基づく指定医療機関        ○児童福祉法に基づく指定医療機関 
     ○被爆者一般疾病医療機関          ○心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関 
     ○心神喪失者等医療観察法指定通院医療機関    ○心神喪失者等医療観察法鑑定入院医療機関 

 (６) 施設基準等 

      [診療報酬関係] 
    ○精神病棟入院基本料１５対１（Ａ･Ｂ病棟）  ○救急医療管理加算 

○看護配置加算（Ａ･Ｂ病棟）         ○医師事務作業補助体制加算 
    ○看護補助加算１（Ａ･Ｂ病棟）           ○精神病棟入院時医学管理加算（Ａ･Ｂ病棟） 
    ○医療保護入院等診療料             ○医療安全対策加算１ 
    ○精神科応急入院施設管理加算         （医療安全対策地域連携加算１） 
    ○診療録管理体制加算２           ○精神科救急急性期医療入院料（Ｅ･Ｇ病棟） 
    ○患者サポート体制充実加算          （精神科救急医療体制加算２） 

○検体検査管理加算（Ⅰ）                     (看護職員夜間配置加算)（R5.8）  
    ○精神科デイ･ケア「大規模なもの」      ○精神科ショート･ケア「大規模なもの」 
        ○精神科デイ･ケア「小規模なもの」      ○精神科ショート･ケア「小規模なもの」 

○精神科作業療法                            ○薬剤管理指導料 
○ＣＴ撮影（マルチスライスＣＴ）        ○遠隔画像診断 
○精神科急性期医師配置加算（Ｅ･Ｇ病棟）   ○治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 

    ○精神科救急搬送患者地域連携紹介加算    ○入院時食事療養費（Ⅰ） 
        ○感染対策向上加算２（連携強化加算含）   ○後発医薬品使用体制加算１ 
    ○精神科地域移行実施加算（Ａ･Ｂ病棟）    ○療養生活環境整備指導加算 
    ○精神科退院時共同指導料                ○データ提出加算１及び３（R5.10） 
    ○クラウン・ブリッジ維持管理料（歯科） 
      [心身喪失者等医療観察法関係] 
    ○入院対象者入院医学管理料         ○通院対象者通院医学管理料 
    ○通院対象者社会復帰連携体制強化加算    ○医療観察精神科作業療法 
    ○医療観察精神科デイ･ケア「大規模なもの」  ○医療観察精神科ショート･ケア「大規模なもの」  
    ○医療観察精神科デイ･ケア「小規模なもの」  ○医療観察精神科ショート･ケア「小規模なもの」  
    ○医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 

 (７) 土地・建物 

   ○土地  敷地面積：76,501.43 ㎡ 
○建物  棟数：14 棟  建築面積：13,706.11 ㎡  総面積：21,594.35 ㎡ 

         ■建物の内訳                                                                            

名 称 棟数 総面積(㎡) 備         考 

本館   １    4,237.09 １階：2,210.24  ２階：1,806.21  塔屋階：220.64 

北館   １    6,051.16 １階：3,085.60  ２階：2,545.32  塔屋階：420.24 

西館   １    5,544.00 １階：2,629.03  ２階：2,520.73  塔屋階：394.24 

渡り廊下１   １     327.68 北館－本館－西館 

医療観察法病棟   １    1,997.70  

渡り廊下２   １     203.61 北館－医療観察法病棟 

東館   １    1,885.12 １階：  916.54  ２階：  848.12  塔屋階：120.46 

体育館   １      772.00  

農機具庫   １     148.50  

プロパン庫   １       22.12  

公用車車庫   １      214.50  

屋外トイレ   １      43.38  

ゴミ置場   １       58.39  

ビーブルハウス   １       89.10  

 １４  21,594.35  
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2
6

1
床

B
2
7

3
床

室

食
堂

兼
デ

イ
ル

ー
ム

乾
燥

室
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子
W
C

収
納
庫

女
子

Ｗ
Ｃ

作
業

療
法

室

(
吹

抜
)

中
庭

休
憩

室
P
I
C
U
1

B
1
5

4
床

(
中

庭
)

1
床

B
2
9

B
1
6

4
床

保
護 1

保
護 2
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物
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1
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4
床

保
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保
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床
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8
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室
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書
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理

室

会
議
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Ｗ

Ｃ
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庫

看
護

部
長
室

保
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室
研
究
室

P
I
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U

心
理

3
床

室
当
直
室

研
究
室

W
C

応
接
室

局
長
室

事
務

室
合

計
医

局
診
療

部
長
室

医
療

局
長
室

院
長

室

Ｂ
病
棟

６
２
床

G病
棟

(ｻ
ﾌ
ﾞ)
９
床

Ｇ
病
棟

４
７
床
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４ 役割・特徴 

 

  （１）役割 

    ① 県内精神科救急の基幹病院機能 

    ② 精神障害者移送制度対象者の受入れ 

    ③ 急性期、リハビリ、地域連携の一貫した治療 

    ④ 民間病院治療困難・重症患者の受入れ 

    ⑤ 触法精神障害者の治療  

    ⑥ 県内精神鑑定業務の一括対応：精神鑑定センター機能 

    ⑦ 医療観察法鑑定入院機関 

    ⑧ 医療観察法指定通院医療機関 

    ⑨ 医療観察法指定入院医療機関（１８床（うち保護室１・生活訓練室１）） 

    ⑩ 研修・人材養成センター機能：医師、看護師、コメディカル等 

 

 

  （２）医療の内容と水準 

 県立病院の使命・役割を果たすため、群馬県下の精神科救急情報業務を行う「精神科救急情

報センター」と連携を図り、三次救急（行政救急）の患者を中心に受け入れ、人権を確保しつ

つ社会の安全・安心を守るために、入院治療、退院、退院後の地域支援まで一貫した医療モデ

ルを構築しています。 

 このようなシステムの整備された病院は全国でも数少なく、当センターの医療モデルは全国

にも誇れる水準にあると考えています。 
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     ①高度専門医療の提供 

 

       １) 精神科救急病棟の導入 

  平成１５年度に精神科救急の専門病棟を全国の公立精神科病院に先駆けて公立病院として

３番目に導入しました。その後、平成２１年度に増床、令和４年度に、さらに一部を増床

し、２病棟８５床の体制を整えています。当該病棟だけで年間４６５名（令和５年度）の入

院患者を受け入れ、迅速な入院対応と地域への早期退院を実現しています。 

 

       ２) 早期社会復帰への取り組み 

  患者の早期社会復帰を促進するため、多職種チーム医療等の活用による治療モデルの確立

により、在院日数の短縮に努めています。令和５年度の患者１人当たりの平均在院日数は、

９９日となっています。 

 

     ②政策医療の展開 

 

       １) 精神科救急基幹病院機能 

 こころの健康センターに設置されている精神科救急情報センターと連携し、県内の精神科

３次救急の基幹病院機能を担っています。民間病院では対応が難しい精神症状の激しい患者

など通報制度により措置入院等となる患者の約 7 割を当センターが受け入れています。 

○警察官等の通報に基づく入院状況 

区  分 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

当 ｾ ﾝ ﾀ  ー 195 件（ 70.1%） 209 件（ 67.6%） 213 件（ 71.2%） 182 件（ 71.7%） 202 件（72.9%）

民間病院 83 件（ 29.9%） 100 件（ 32.4%） 88 件（ 28.8%） 72 件（ 28.3%） 75 件（27.1%）

小  計 278 件（100.0%） 309 件（100.0%） 301 件（100.0%） 254 件（100.0%） 277 件（100.0%）

 

       ２) 医療観察法に基づく鑑定入院、指定入院、指定通院対象者の受け入れ 

 群馬県内の精神科における政策医療を担う役割を果たすため、平成１７年度に「医療観察

法」に基づく指定通院医療機関の指定を受け、令和６年３月末までに３８名の指定通院対象

者を受け入れました。また、同じく平成１７年度に「医療観察法」に基づく鑑定入院医療機

関の推薦決定がなされ、令和６年３月末までに７０件の鑑定を実施しています。指定入院医

療機関については、国からの要請を受け、６床の小規格病棟を平成２１年６月に開設した

後、平成２４年３月には１７床（うち保護室１）の新病棟を整備・開棟しました。令和４年

４月１１日より１８床（うち保護室１・生活訓練室１）へ届出を変更し、指定入院対象者は

令和６年３月までに７９人を受け入れています。 

 

       ３) 思春期精神科医療 

 児童・思春期から青年期は成人と共通の精神障害に加え、多動障害や情緒障害など特有の

精神疾患が出現する時期であり、専門的医療を行う必要性があるため、家庭や児童施設では

対応が困難な精神症状が顕著な青少年に対し、専門的な医療を実施しています。 
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       ４) 治療困難者・重症患者の受け入れ 

 地域の医療機関等と連携して、民間病院での対応が難しい治療困難者・重症患者を積極的

に受け入れ、症状の改善に向けた取り組みを実施しています。 

 

 

     ③県内医療従事者の育成 

 県内における精神科研修の中心的役割を担っており、医師や看護師をはじめとする医療従

事者の研修センターとしての役割を果たしています。例えば、看護師の資格取得には精神科

実習が必須となっていますが、令和５年度には県内外の９校から２７２名の看護実習生を受

け入れています。 
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月  日 行　　　　　事　　　　名 担当部署等 参加者等 場　　所

4月1日 院内辞令交付・発令伝達・受入式 総務課 院長、職員 院内

10月11日 医療観察法第１回外部評価会議 医事課 外部委員、内部委員 院内

11月1日 医療観察法指定入院医療機関一般指導監査 医事課 院長他 院内

11月17日 第１回防災防火訓練 総務課 患者、職員 院内

12月11日 医療観察法地域連絡会議 医事課
区長、民生委員、
児童委員、行政他

院内

2月14日 医療観察法第２回外部評価会議 医事課 外部委員、内部委員 院内

3月12日 第２回防災防火訓練 総務課 患者、職員 院内

3月31日 院内退職者辞令交付式 総務課 院長、職員 院内

５　運営の概要

（１）院内行事及び視察研修等受入状況
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（
２

）
院

内
委

員
会

等
活

動
状

況
（

令
和

5
年

度
）

所
　
掌
　
付
　
議
　
事
　
項

構
　
 
　
成
　
 
　
員

主
 
宰
 
者

担
 
当
 
者

開
 
催
 
日
 
時

推
進
会
議

・
病
院
運
営
の
基
本
事
項
の
決
定

・
経
営
改
善
の
企
画
立
案
・
進
捗
管
理
・
評
価

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
事
務
局
長
、
看
護
部
長
、
薬
剤
部
長
、

技
術
部
長
、
副
看
護
部
長
、
事
務
局
次
長
、
医
療
福
祉
課
長
、
医
事
課

長
、
経
営
課
長

院
長

経
営
課

毎
月
第
１
・
第
３
月

曜

経
営
戦
略
会
議

・
経
営
改
善
進
行
管
理

・
病
院
運
営
連
絡
調
整

推
進
会
議
の
構
成
員
の
ほ
か
、
課
長
・
看
護
師
長
以
上
の
役
付
職
員

院
長

経
営
課

毎
月
最
終
水
曜
日

・
精
神
科
救
急
急
性
期
医
療
入
院
料
の
施
設
基
準
確
認

・
病
床
の
効
率
的
利
用
の
検
討

医
療
局
長
、
担
当
医
師
、
副
看
護
部
長
、
Ｅ
・
Ｇ
・
Ｂ
病
棟

看
護
師
長
、
医
療
福
祉
課
長
、
医
事
課
長
等

医
療
局
長

医
事
課

毎
月
第
二
金
曜
日

・
医
局
内
の
方
針
決
定
、
連
絡
調
整
等

医
師

院
長

医
療
局
長

毎
週
月
曜

・
看
護
部
内
の
方
針
決
定
、
連
絡
調
整
等

看
護
部
長
、
副
看
護
部
長
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、
看
護
師
長

看
護
部
長

看
護
師
長

毎
月
第
２
・
第
４

木
曜

・
看
護
教
育
に
関
す
る
検
討
、
実
施
、
研
修

教
育
担
当
師
長
、
副
看
護
師
長

看
護
部
長

教
育
担
当
看
護
師
長

毎
月
第
４
月
曜

・
看
護
研
究
に
関
す
る
支
援

研
究
担
当
看
護
師
長
、
教
育
担
当
師
長
、
副
看
護
師
長

看
護
部
長

看
護
師
長

毎
月
第
１
水
曜

看
護
記
録
委
員
会

・
看
護
記
録
の
書
き
方

・
適
正
な
看
護
計
画
の
建
て
方

看
護
記
録
担
当
看
護
師
長
、
各
病
棟
１
名

看
護
部
長

看
護
師
長

毎
月
第
２
月
曜

・
看
護
師
の
接
遇

接
遇
担
当
看
護
師
長
、
各
病
棟
１
名

看
護
部
長

看
護
師
長

奇
数
月
第
１
水
曜

看
護
業
務
委
員
会

・
看
護
業
務
の
安
全
・
効
率
的
遂
行
、
標
準
化
、

　
質
の
向
上

看
護
業
務
担
当
看
護
師
長
、
教
育
担
当
師
長
、
副
看
護
師
長

看
護
部
長

看
護
師
長

第
３
木
曜

医
療
安
全
管
理
委
員
会

・
医
療
安
全
管
理
に
関
す
る
検
討
・
研
究

・
医
療
事
故
の
分
析
、
再
発
防
止
策
の
検
討
・
実
施
・
見
直
し

・
職
員
に
対
す
る
指
示
、
院
長
等
へ
の
提
言

・
医
療
安
全
管
理
の
啓
発
・
教
育
・
広
報
等

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
事
務
局
長
、
看
護
部
長
、
副
看
護
部

長
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、
事
務
局
次
長
、
技
術
部
長
、
薬
剤
部
長
、
総
務
課
長
、

医
事
課
長
、
経
営
課
長
、
医
療
福
祉
課
長
、
検
査
課
長
、
心
理
判
定
課

長
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
課
長
、
各
看
護
師
長

副
院
長

（
医

療
安

全
管

理
室
長
）

Ｇ
Ｒ
Ｍ

毎
月
第
４
水
曜

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
員
会

・
医
療
安
全
に
関
す
る
情
報
収
集
及
び
調
査
・
分
析

・
具
体
的
改
善
策
の
検
討
・
推
進
、
職
員
へ
の
広
報
・
啓
発
等

医
療
局
長
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、
事
務
局
次
長
、
各
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
(
医

局
、
医
事
課
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
課
、
心
理
判
定
課
、
薬
剤
部
、

看
護
部
、
栄
養
調
理
課
、
検
査
課
、
医
療
福
祉
課
)

Ｇ
Ｒ
Ｍ

医
療
安
全
管
理
室

毎
月
第
２
火
曜

院
内
感
染
対
策
委
員
会

・
院
内
感
染
の
発
生
状
況
の
把
握
・
報
告

・
感
染
防
止
対
策
の
検
討
・
実
施
・
研
修

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
医
療
局
部
長
、
事
務
局
長
、
看
護
部

長
、
副
看
護
部
長
、
技
術
部
長
、
薬
剤
部
長
、
検
査
課
長
、
検
査
課
職

員
、
医
療
福
祉
課
長
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
課
長
、
心
理
判
定
課

長
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、
各
看
護
師
長
、
医
事
課
長
、
総
務
課
長

副
院
長

医
療
安
全
管
理
室
、

総
務
課

毎
月
第
４
水
曜

院
内
感
染
制
御
チ
ー
ム

・
院
内
感
染
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し

・
院
内
巡
視

院
長
指
名
職
員

院
長
指
名
職
員

担
当
看
護
師
長

月
１
回

診
療
関
連
死
原
因
検
討
委
員
会

・
診
療
関
連
死
亡
事
例
に
関
す
る
原
因
の
判
定

院
長

、
副

院
長

、
医

療
局

長
、

看
護

部
長

、
技

術
部

長
、

薬
剤

部
長

、
事
務
局
次
長
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、
死
亡
患
者
主
治
医

副
院
長

Ｇ
Ｒ
Ｍ

必
要
の
都
度

行
動
制
限
最
小
化
委
員
会

・
患
者
の
行
動
制
限
の
適
正
化
・
最
小
化
に
関
す
る

　
検
討

副
院
長
、
医
療
局
長
、
医
局
技
師
、
副
看
護
部
長
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、
医
療
福

祉
課
員
、
Ｂ
・
Ｇ
病
棟
看
護
師
長

副
院
長

Ｇ
Ｒ
Ｍ

毎
月
第
２
水
曜

褥
瘡
対
策
委
員
会

・
褥
瘡
防
止
対
策
に
関
す
る
検
討

・
治
療
効
果
の
推
移
、
改
善
に
関
す
る
検
討

院
長
、
副
院
長
、
医
療
局
長
、
看
護
部
長
、
副
看
護
部
長
、
各
看
護
師

長
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
、
総
務
課
長
、
経
営
課
長
、

医
事
課
長
、
技
術
部
長
、
薬
剤
部
長
、
心
理
判
定
課
長
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
課
長
、
医
療
福
祉
課
長

医
療
局
部
長

（
専
任
医
師
）

担
当
看
護
師
長

月
１
回

　
褥
瘡
対
策
チ
ー
ム

・
褥
瘡
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し

・
褥
瘡
防
止
対
策
に
関
す
る
検
討

専
任
医
師
、
看
護
師
長
、
薬
剤
師
、
作
業
療
法
士
、
管
理
栄
養
士
、
専

任
看
護
士

医
療
局
部
長

（
専
任
医
師
）

担
当
看
護
師
長

隔
数
月
第
１
木
曜

Ｅ
Ｃ
Ｔ
管
理
委
員
会

・
Ｅ
Ｃ
Ｔ
の
実
践
体
制
の
整
備
・
維
持

・
事
故
、
有
事
の
対
応

・
デ
ー
タ
、
情
報
の
管
理

Ｅ
Ｃ
Ｔ
管
理
医
、
Ｅ
Ｃ
Ｔ
実
施
医
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、
総
務
課
長
、
医
事
課

長
、
経
営
課
長
、
Ｆ
病
棟
看
護
師
長
、
病
棟
看
護
師
、
薬
剤
部
職
員

医
療
局
部
長

（
専
任
医
師
）

医
事
課

年
４
回

看
護
電
子
カ
ル
テ
委
員
会

・
看
護
職
員
が
電
子
カ
ル
テ
を
安
全
に
正
し
く

　
使
え
る
た
め
の
検
討

担
当
看
護
師
長
、
各
病
棟
１
名
、
外
来
・
訪
問
１
名

看
護
部
長

看
護
師
長

奇
数
月
第
４
水
曜

看
護
接
遇
委
員
会

会
　
議
　
名

医
局
会
議

看
護
師
長
会
議

看
護
教
育
委
員
会

看
護
研
究
委
員
会

ベ
ッ
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
委
員
会
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所
　
掌
　
付
　
議
　
事
　
項

構
　
 
　
成
　
 
　
員

主
 
宰
 
者

担
 
当
 
者

開
 
催
 
日
 
時

会
　
議
　
名

・
P
N
S
業
務
に
関
す
る
検
討
・
改
善
・
標
準
化

副
看
護
部
長
、
P
N
S
担
当
看
護
師
長
、
第
３
副
看
護
師
長

看
護
部
長

看
護
師
長

毎
月
第
２
月
曜

薬
事
委
員
会

・
医
薬
品
の
適
正
使
用
及
び
採
用
・
削
除

・
医
療
ス
タ
ッ
フ
に
対
す
る
情
報
提
供

・
薬
剤
部
事
業

医
師
、
看
護
部
長
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、
薬
剤
師
、
医
事
課
長
、
経
営
課
長

医
療
局
部
長

薬
剤
課
長

年
４
回

栄
養
委
員
会

・
入
院
者
の
栄
養

・
給
食
運
営

医
師

、
看

護
師

長
、

事
務

局
次

長
、

医
事

課
長

、
栄

養
調

理
課

長
、

栄
養
調
理
課
、
給
食
委
託
会
社
（
現
場
責
任
者
）

医
療
局
部
長

（
専
任
医
師
）

栄
養
調
理
課

（
管
理
栄
養
士
）

月
１
回

臨
床
検
査
委
員
会

・
精
度
管
理

・
検
査
に
関
す
る
検
討

・
検
査
の
実
施
状
況

医
療

局
部

長
、

技
術

部
長

、
検

査
課

長
、

検
査

課
員

、
薬

剤
部

、
外

来
師
長
、
医
事
課
長

検
査
課
長

検
査
課

必
要
の
都
度

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営

担
当

医
師

、
看

護
部

長
、

副
看

護
部

長
、

技
術

部
長

（
栄

養
調

理
課

長
）

Ｇ
Ｒ

Ｍ
、

看
護

師
長

、
医

療
福

祉
課

長
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
課
長
、
心
理
判
定
課
長
、
薬
剤
課
長

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン
課
長

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
課

必
要
の
都
度

医
療
観
察
法
治
療
評
価
会
議

・
医
療
観
察
法
入
院
対
象
者
へ
の
治
療
効
果
の
評
価

医
療

観
察

法
病

棟
担

当
の

医
師

、
看

護
師

長
、

看
護

師
、

精
神

保
健

福
祉
士
、
臨
床
心
理
技
術
者
、
作
業
療
法
士
、
薬
剤
師

医
療

観
察

法
病

棟
担
当
医
師

医
事
課

毎
週
金
曜

医
療
観
察
法
倫
理
会
議

・
医
療
観
察
法
入
院
対
象
者
へ
の
治
療
行
為
の
評
価

外
部

委
員

(
精

神
医

学
専

門
家

)
、

院
長

、
副

院
長

、
事

務
局

長
、

看
護

部
長

、
薬

剤
部

長
、

病
棟

担
当

医
師

、
病

棟
担

当
看

護
師

長
、

精
神

保
健
福
祉
士
、
そ
の
他
院
長
指
定
職
員

院
長

医
事
課

月
２
回

医
療
観
察
法
運
営
会
議

・
医
療
観
察
法
病
棟
の
運
営
方
針
等
の
決
定

院
長

、
副

院
長

、
事

務
局

長
、

事
務

局
次

長
、

看
護

部
長

、
副

看
護

部
長

、
Ｇ

Ｒ
Ｍ

、
病

棟
担

当
看

護
師

長
、

薬
剤

部
長

、
技

術
部

長
、

病
棟

担
当
医
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
そ
の
他
院
長
指
定
職
員

院
長

医
事
課

月
１
回

医
療
観
察
法
外
部
評
価
会
議

・
医
療
観
察
法
病
棟
の
運
営
状
況
・
治
療
内
容
の
評
価

外
部

委
員

(
精

神
医

学
専

門
家

、
法

律
関

係
専

門
家

、
関

係
自

治
体

等
職

員
)
、

院
長
、

副
院

長
、

事
務

局
長

、
病

棟
担

当
医

師
、

看
護

部
長

、
Ｇ

Ｒ
Ｍ
、
病
棟
担
当
看
護
師
長
、
そ
の
他
院
長
指
定
職
員

院
長

医
事
課

年
２
回

医
療
観
察
法
地
域
連
絡
会
議

・
医
療
観
察
法
関
係
者
等
と
の
連
絡
調
整

外
部

委
員

(
地

域
住

民
代

表
者

、
関

係
自

治
体

等
職

員
)
、

院
長

、
副

院
長

、
事

務
局

長
、

病
棟

担
当

医
師

、
看

護
部

長
、

Ｇ
Ｒ

Ｍ
、

そ
の

他
院

長
指
定
職
員

院
長

医
事
課

年
１
回

倫
理
委
員
会

・
医
療
研
究
等
に
係
る
倫
理
的
配
慮

・
人
権
擁
護
に
係
る
審
査

副
院

長
、

医
療

局
長

、
事

務
局

長
、

第
一

診
療

部
長

、
第

二
診

療
部

長
、

第
三

診
療

部
長

、
技

術
部

長
、

薬
剤

部
長

、
看

護
部

長
、

副
看

護
部

長
、

事
務

局
次

長
、

外
部

委
員

(
学

識
経

験
者

２
名

以
上

)
、

院
長

指
定
者

医
療
局
長

総
務
課

必
要
の
都
度

ク
ロ
ザ
ピ
ン
委
員
会

・
ク
ロ
ザ
ピ
ン
の
投
与
等

副
院

長
、

医
療

局
長

、
医

局
医

師
、

副
看

護
部

長
、

看
護

師
長

、
薬

剤
課
員
、
検
査
課
員

副
院
長

医
事
課

毎
月
第
３
水
曜

診
療
情
報
管
理
委
員
会

・
診
療
情
報
の
適
正
な
管
理
及
び
利
用
の
検
討

・
診
療
情
報
の
開
示
に
関
す
る
審
議
・
検
討

副
院

長
、

担
当

医
師

、
看

護
部

長
、

Ｇ
Ｒ

Ｍ
、

事
務

局
長

、
事

務
局

次
長

、
医

事
課

長
、

診
療

情
報

管
理

士
、

看
護

記
録

委
員

会
担

当
看

護
師

長

副
院
長

診
療
情
報
管
理
室

（
医
事
課
）

必
要
の
都
度

・
適
切
な
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
行
う
体
制
の
確
保

副
院

長
、

担
当

医
師

、
事

務
局

次
長

、
薬

剤
部

長
、

医
事

課
長

、
看

護
記
録
委
員
会
担
当
看
護
師
長
、
診
療
情
報
管
理
室
員

副
院
長

医
事
課

年
２
回

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
運
用
委
員
会

・
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
管
理
運
用

副
院

長
、

医
療

局
長

、
事

務
局

長
、

看
護

部
長

、
技

術
部

長
、

薬
剤

部
長
、
検
査
課
長
、
事
務
局
次
長
、
医
事
課
長

副
院
長

医
事
課

必
要
の
都
度

・
医
療
機
械
器
具
等
購
入
の
審
査
・
協
議

院
長

、
副

院
長

、
医

療
局

長
、

事
務

局
長

、
第

一
診

療
部

長
、

第
二

診
療

部
長

、
第

三
診

療
部

長
、

技
術

部
長

、
薬

剤
部

長
、

看
護

部
長

、
事

務
局
次
長
、
経
営
課
長

院
長

経
営
課

必
要
の
都
度

労
働
安
全
衛
生
委
員
会

・
職
員
の
健
康
管
理
等
の
検
討

・
職
員
及
び
施
設
利
用
者
の
安
全
対
策

・
定
期
健
診
の
実
施
と
対
策
検
討

事
務

局
長

（
安

全
衛

生
管

理
者

）
、

副
院

長
（

衛
生

管
理

者
）

、
医

療
局

長
（

産
業

医
）

、
医

療
局

技
師

（
衛

生
管

理
者

）
、

事
務

局
次

長
（

安
全

管
理

者
）

、
看

護
部

長
、

技
術

部
長

、
薬

剤
部

長
、

職
員

組
合

の
代
表

事
務
局
長

総
務
課

毎
月
第
４
金
曜

・
医
師
及
び
看
護
師
の
負
担
軽
減
及
び
処
遇
改
善

・
医
師
事
務
作
業
補
助
の
設
置

副
院

長
、

医
療

局
長

、
技

術
部

長
、

薬
剤

部
長

、
看

護
部

長
、

事
務

局
長
、
そ
の
他
院
長
指
定
職
員

副
院
長

医
事
課

必
要
の
都
度

レ
ジ
デ
ン
ト
委
員
会

・
レ
ジ
デ
ン
ト
の
研
修
計
画
・
選
考

院
長

、
副

院
長

、
医

療
局

長
、

事
務

局
長

、
第

一
診

療
部

長
、

第
二

診
療
部
長
、
第
三
診
療
部
長
、
事
務
局
次
長

院
長

総
務
課

必
要
の
都
度

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ナ
ー
シ
ン
グ

（
P
N
S
）
委
員
会

多
職
種
チ
ー
ム
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
運

営
会
議

医
療
機
械
器
具
等
購
入
審
査
委
員
会

医
師
及
び
看
護
師
の
負
担
軽
減
等
検

討
委
員
会

コ
ー
デ
ィ
ン
グ
委
員
会
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所
　
掌
　
付
　
議
　
事
　
項

構
　
 
　
成
　
 
　
員

主
 
宰
 
者

担
 
当
 
者

開
 
催
 
日
 
時

会
　
議
　
名

研
修
委
員
会

・
院
内
研
修
会
の
実
施

医
療

局
長

、
第

二
診

療
部

長
、

事
務

局
次

長
、

Ｇ
Ｒ

Ｍ
、

看
護

師
長

(
教

育
担
当
)
、
医
局
、
技
術
部
、
薬
剤
部
、
看
護
部
、
事
務
局
の
担
当
職
員

医
療
局
長

医
事
課

必
要
の
都
度

海
外
学
会
等
派
遣
選
考
委
員
会

・
海
外
学
会
等
派
遣
審
査
項
目
の
審
査

副
院

長
、

医
療

局
長

、
事

務
局

長
、

看
護

部
長

、
技

術
部

長
、

薬
剤

部
長
、
事
務
局
次
長
、
総
務
課
長

副
院
長

総
務
課

必
要
の
都
度

防
災
委
員
会

・
院
内
防
災
対
策
の
企
画
立
案
･
普
及
･
研
修

・
消
防
・
避
難
訓
練
実
施
計
画
の
検
討

課
長
・
看
護
師
長
以
上
の
役
付
職
員

事
務
局
次
長

(
防
火
管
理
者
)

総
務
課

年
２
回
以
上

医
療
ガ
ス
安
全
・
管
理
委
員
会

・
医
療
ガ
ス
機
器
の
安
全
管
理
・
教
育

院
長

（
総

括
責

任
者

）
、

医
療

局
長

（
監

督
責

任
者

）
、

薬
剤

部
長

（
医

療
ガ

ス
品

質
管

理
責

任
者

）
、

Ｇ
Ｒ

Ｍ
（

実
施

責
任

者
）

、
各

看
護
師
長
（
取
扱
責
任
者
）
、
総
務
課
長
、
総
務
課
員
（
実
施
責
任
者
）

院
長

総
務
課

年
１
回

サ
ー
ビ
ス
向
上
委
員
会

・
患
者
に
対
す
る
医
療
・
福
祉
・
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス

　
の
向
上

医
局

、
事

務
局

、
技

術
部

、
薬

剤
部

、
看

護
部

の
各

課
（

各
棟

）
担

当
職
員
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ

総
務
課
長

総
務
課

毎
月
第
３
水
曜

図
書
委
員
会

・
図
書
の
購
入
、
管
理
の
検
討

院
長

、
副

院
長

、
医

療
局

長
、

事
務

局
長

、
第

一
診

療
部

長
、

第
二

診
療

部
長

、
第

三
診

療
部

長
、

技
術

部
長

、
薬

剤
部

長
、

看
護

部
長

、
事

務
局
次
長
、
経
営
課
長

院
長

経
営
課

必
要
の
都
度

死
亡
症
例
検
討
委
員
会

・
患
者
死
亡
原
因
の
検
討

院
長
、
副
院
長
、
看
護
部
長
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
、
Ｇ
Ｒ
Ｍ
、

総
務
課
長
、
薬
剤
部
、
技
術
部
、
死
亡
患
者
主
治
医
、

院
長

Ｇ
Ｒ
Ｍ

必
要
の
都
度

年
報
編
集
委
員
会

・
年
報
編
集
の
調
整

推
進
会
議
の
構
成
員
の
ほ
か
、
課
長
・
看
護
師
長
以
上
の
役
付
職
員

医
事
課
長

医
事
課

必
要
の
都
度
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（３）職員研修の状況

① 令和５年度　主な院内研修実施状況

実施回数 参加者数

1回 11

4回＋各部署開催 240

5回＋各部署開催 205

1回＋各部署開催 237

4回＋各部署研修 196

5回＋各部署研修 199

6回＋各部署開催 228

4回＋各部署開催 延べ　184

12回 5

13回 延べ　61

9回 延べ　35

5回 延べ　10

2回 延べ　10

5回 延べ　92

2回 1

1 一般

2 主任

暴力被害後のスタッフに対する支援の課題
～スタッフへの振り返り実施の経験から～

新型コロナウィルス感染症の流行下における実習で看護
学生が直面している問題
～新型コロナウィルス流行前後での比較～

テーマ

医療安全

看護部

医事課

役割別研修

全体研修

経年別研修

対象者別研修

医師事務作業補助者研修

能力別研修

感染対策

行動制限最小化

ＣＶＰＰＰ
医療安全対策室

一次救命処置（ＢＬＳ）＆自動式体外除細動器（ＡＥＤ）

 生方正樹

 加藤麻理菜

研　究　者

② 令和５年度　看護部院内研究

研修担当

＜看護研究院内発表＞

研修委員会

研修内容

基本研修（新規採用・転入者）

人間の行動を理解する・患者誤認防止研修

医療現場にけるクレーム・トラブルの事例と対応方法

学び直しの標準予防策

吐物処理シミュレーション

精神保健福祉法　医療保護入院等に関わる研修

ＣＶＰＰＰ（包括的暴力防止プログラム）

新人・転入者研修
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（４）医療従事者の育成　　

   質の高い・安全な医療を提供するためには、優秀な医療従事者の育成が不可欠です。このため、

 当センターでは医療従事者の育成に積極的に取り組んでおり、県内の医師をはじめとした医療従事

 者の研修センターとして重要な機能を果たしています。

 ① 臨床研修医受入状況

 　医師の臨床研修は大学卒業後、幅広い分野における臨床実務を学ぶために行われているなかで、

 精神科の臨床研修は選択必修科目となっています。

 　当センターでは、

　 ・「医療」、「行政」、「刑事司法」の連携による精神科救急医療の実践

　 ・群馬県三次精神科救急ケースの全面的受け入れと一貫した治療

　 ・司法精神医学（精神鑑定、医療観察法の指定入院・通院医療機関及び鑑定入院など）の経験

　 ・スーパー救急病棟における豊富な症例数

　　 などを通して、幅広い臨床実務の経験、知識・技術・態度の体系化を図ってもらうよう

　　 研修プログラムを組んでいます。

　　　群馬大学医学部付属病院 １ 名

　　　伊勢崎市民病院 １４ 名

　　　桐生厚生総合病院 ６ 名

　　　済生会前橋病院 ４ 名

　　　前橋赤十字病院 １３ 名

　　　館林厚生病院 ２ 名

　　　渋川医療センター １ 名

４１ 名

 ② 実習生受入状況

   医師の養成については、群馬大学医学部の５～６年生全員を、看護師については、精神科看護

 実習は必修科目となっているため、県内看護学校をはじめとして、多数の実習生を受け入れてい

 ます。

 　また、コメディカルについても複数校から実習生を受け入れ、多職種学生の人材育成センター

 としての役割を担っています。

区　　分

医　　師 　群馬大学 ６ 名

　群馬大学 ２１ 名

　県立県民健康科学大学 ４４ 名

　伊勢崎敬愛看護学院 ３７ 名

　桐生大学 ５０ 名

　東群馬看護専門学校 ３０ 名

　高崎健康福祉大学 ４９ 名

  高崎市医師会看護専門学校 １８ 名

　群馬医療福祉大学 １８ 名

　上尾中央看護専門学校 ２ 名
　東京福祉大学 ３ 名

　群馬医療福祉大学 １ 名

　高崎健康福祉大学 １ 名

　高崎福祉医療カレッジ １ 名

　前橋医療福祉専門学校 １ 名

　群馬パース大学 ２ 名

　群馬医療福祉大学 １ 名

　東京福祉大学 １ 名

　東京福祉大学大学院 １ 名

　群馬医療福祉大学 １ 名

２８８ 名合      計

学　  校　  名

合　　計

受 入 れ 人 数

病　院　名 受　入　れ　人　数

ＰＳＷ

作業療法士

看 護 師

公認心理師
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